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この現場で働く皆さまへ 

あなたの賃金が立川市の労働報酬下限額を

下回る場合は申出をすることができます。 

■雇用主・元請業者 

■立川市公契約条例相談ダイヤル 

０４２－５２３－０５９９ 

詳しくはホームページへ 

立川市公契約条例 検索 

雇用主は申出により解雇等の不利益な取り

扱いをすることができません。 
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